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冤
罪
の
被
害
者 

ハ
ロ
ル
ド
・
メ
シ
ー
・
レ
ー
ン 

 

 
H
a
ro
l
d.
M
.L
a
ne
 

（
→
ハ
ロ
ル
ド
）
五
十
二
歳
（
大
審
院
判
決
記
載
年

齢
） 

元
・
北
海
道
帝
国
大
学
予
科
英
語
教
師
（
北
大
当
局
は
一
九
四
二
年
三
月

三
十
一
日
付
で
解
約
）
「
心
の
会
」
創
立
に
加
わ
る
。 

一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
検
挙
・
四
二
年
四
月
九
日
起
訴
・
四
二
年
十
二

月
十
四
日
一
審
判
決
（
札
幌
地
裁
＝
懲
役
十
五
年
）・
四
三
年
六
月
十
一
日

大
審
院
判
決
（
上
告
棄
却
＝
裁
判
官
・
三
宅
正
太
郎
、
神
原
甚
造
、
江
國

龜
、
佐
伯
顕
二
、
伏
見
正
保
） 

罪
名
＝
軍
機
保
護
法
・
国
防
保
安
法
違

反
（『
外
事
警
察
概
況
』
に
よ
る
）。
北
海
道
内
の
刑
務
所
に
収
監
後
、
一

九
四
三
年
九
月
、「
日
米
交
換
船
」
で
ア
メ
リ
カ
へ
送
還 

 

ポ
ー
リ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
シ
ス
テ
ア
・
レ
ー
ン 

P
a
u
li
n
e 
R
.S
.
La
n
e

（
→
ポ
ー
リ
ン
）
五
十
二
歳
（
大
審
院
判
決
記
載

年
齢
） 

元
・
北
海
道
帝
国
大
学
予
科
英
語
教
師
（
北
大
当
局
は
一
九
四
二
年
三
月

三
十
一
日
付
で
解
約
）
「
心
の
会
」
創
立
に
加
わ
る
。 

一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
検
挙
・
四
二
年
四
月
九
日
起
訴
・
四
二
年
十
二

月
二
十
一
日
一
審
判
決
（
札
幌
地
裁
＝
懲
役
十
二
年
）・
四
三
年
五
月
五
日

大
審
院
判
決
（
上
告
棄
却
＝
裁
判
官
・
沼
義
雄
、
駒
田
重
義
、
日
下
巌
、

久
礼
田
益
喜
、
荻
野
益
三
郎
） 

罪
名
＝
軍
機
保
護
法
・
国
防
保
安
法
違

反
（『
外
事
警
察
概
況
』
に
よ
る
）。
北
海
道
内
の
刑
務
所
に
収
監
後
、
一

九
四
三
年
九
月
、「
日
米
交
換
船
」
で
ア
メ
リ
カ
へ
送
還 

 

 

宮
澤
弘
幸 

二
十
五
歳
（
大
審
院
判
決
記
載
年
齢
） 

北
海
道
帝
国
大
学
工
学
部
学
生
（
北
大
当
局
は
一
九
四
二
年
四
月
一
日
付

で
退
学
・
四
五
年
十
二
月
二
十
一
日
付
で
復
学
・
四
八
年
一
月
三
十
一
日

付
で
離
籍
処
置
）「
心
の
会
」
創
立
に
加
わ
る
。 

一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
検
挙
・
四
二
年
四
月
九
日
起
訴
・
四
二
年
十
二

月
十
六
日
一
審
判
決
（
札
幌
地
裁
＝
懲
役
十
五
年
）・
四
三
年
五
月
二
十
七

日
大
審
院
判
決
（
上
告
棄
却
＝
裁
判
官
・
久
保
田
美
英
、
日
下
部
義
夫
、

宮
城
實
、
十
川
寛
之
助
、
伏
見
正
保
） 

罪
名
＝
軍
機
保
護
法
違
反
（『
外

事
警
察
概
況
』
に
よ
る
）。
北
海
道
・
網
走
刑
務
所
に
収
監
。
一
九
四
五
年

六
月
宮
城
刑
務
所
に
移
監
後
、
同
年
十
月
十
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
総

司
令
部
＝
占
領
軍
統
治
機
構
）
の
覚
書
に
基
づ
き
釈
放
。
四
十
七
年
二
月

二
十
二
日
死
亡 

 
渡
邊
勝
平 

二
十
六
歳
（
札
幌
地
裁
判
決
記
載
年
齢
） 

北
海
道
帝
国
大
学
工
学
部
助
手
。
レ
ー
ン
夫
妻
の
知
己 

一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
検
挙
・
四
二
年
四
月
九
日
起
訴
・
同
年
十
二
月
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十
八
日
一
審
判
決
（
札
幌
地
裁
＝
懲
役
二
年
、
裁
判
官
・
菅
原
二
郎
、
松

本
重
美
、
宮
崎
梧
一
）
同
月
十
九
日
有
罪
確
定
（
上
訴
権
放
棄
） 

罪
名

＝
軍
機
保
護
法
等
違
反 

 

丸
山 

護 

二
十
九
歳
（
札
幌
地
裁
判
決
記
載
年
齢
） 

会
社
員
（
日
本
ポ
リ
ド
ー
ル
社
＝
『
外
事
警
察
概
況
』
に
よ
る
）。 

レ
ー
ン
夫
妻
の
知
己 

一
九
四
一
年
十
二
月
二
十
七
日
検
挙
・
四
二
年
四
月
十
日
起
訴
・
同
年
十

二
月
十
六
日
一
審
判
決
（
札
幌
地
裁=

懲
役
二
年
、
裁
判
官
・
菅
原
二
郎
、

松
本
重
美
、
宮
崎
梧
一
）
上
訴
せ
ず
、
有
罪
確
定
。 

罪
名
＝
軍
機
保
護

法
等
違
反
。 

 

黒
岩
喜
久
雄 

二
十
五
歳
（
札
幌
地
裁
判
決
記
載
年
齢
） 

無
職
（
検
挙
の
日
に
北
海
道
帝
国
大
学
農
学
部
を
戦
時
繰
上
げ
卒
業
）
レ

ー
ン
夫
妻
の
知
己
・
双
子
の
末
娘
の
家
庭
教
師 

一
九
四
一
年
十
二
月
二
十
七
日
検
挙
・
四
二
年
四
月
十
日
起
訴
・
同
年
十

二
月
二
十
四
日
一
審
判
決
（
札
幌
地
裁
＝
懲
役
二
年
執
行
猶
予
五
年
）
上

訴
せ
ず
、
有
罪
確
定 
 

罪
名
＝
軍
機
保
護
法
等
違
反
。 

 

石
上
茂
子
（
シ
ゲ
） 

元
・
レ
ー
ン
方
女
中
（
『
外
事
警
察
概
況
』
記
載
） 

一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
検
挙
・
百
日
を
超
え
る
勾
留
取
調
べ
の
後
、
四

二
年
三
月
十
日
「
嫌
疑
な
し
」
で
釈
放 

 
 
 

♢ 

 
 

右
の
他
に
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ブ
ル
ッ
ク
・
マ
ッ
キ
ン
ノ
ン
（
公
訴
取
消
＝

『
外
事
警
察
概
況
』
記
載
）、
イ
ー
チ
エ
ン
ヌ
・
ラ
ボ
ル
ド
（
容
疑
薄
弱

＝
同
）
、
大
槻
ユ
キ
（
嫌
疑
不
十
分
＝
同
）
の
三
人
が
同
じ
時
期
に
前
後

し
て
北
海
道
の
特
高
に
検
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
ダ
ニ
エ
ル
は
宮

澤
・
レ
ー
ン
冤
罪
事
件
と
は
別
の
容
疑
だ
っ
た
と
分
か
っ
て
い
る
が
、

あ
と
の
二
人
に
つ
い
て
は
不
明
。 

 

＊
以
上
、
花
伝
社
刊
『
引
き
裂
か
れ
た
青
春
』
の
当
該
項
か
ら
引
用
し
、

加
筆
し
て
作
成
。 

 

《
開
戦
時
検
挙
百
二
十
六
人
の
刑
事
処
分
》 

十
二
月
八
日
の
「
開
戰
時
に
於
け
る
外
諜
容
疑
一
齊
檢
擧
」
百
二
十
六
人

の
刑
事
処
分
は
、
一
九
四
二
年
末
時
点
で
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。（
『
外

事
警
察
概
況
』
か
ら
。
単
位
・
人
） 

懲
役
１
８
（
実
刑
７
執
行
猶
予
６
執
行
停
止
４
仮
出
獄
１
）
禁
錮
５ 

罰

金
１
４ 

起
訴
猶
予
４
０ 

責
付
釈
放
１ 

容
疑
薄
弱
２ 

公
訴
棄
却
５ 

公
訴
取
消
１ 

不
起
訴
２
１ 

嫌
疑
不
十
分
１ 

嫌
疑
な
し
１
０ 

公
判
中

１ 

公
判
請
求
中
２ 

豫
審
終
結
１ 

豫
審
中
３
。 

懲
役
実
刑
七
人
の
う
ち
、
五
人
が
宮
澤
・
レ
ー
ン
事
件
関
連
で
あ
り
、
か

つ
宮
澤
、
レ
ー
ン
夫
妻
の
懲
役
十
二
～
十
五
年
は
飛
び
抜
け
て
お
り
、
こ
れ

ら
数
字
か
ら
も
、
当
事
件
が
い
か
に
特
異
な
判
決
で
あ
る
か
が
分
か
る
。 


